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北本市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改 

正について 

 

 北本市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 
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北本市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正

する条例 

 

北本市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成８年条例第

９号）の一部を次のように改正する。 

 第１３条第２項を次のように改める。 

２ 病気休暇の期間は、連続して９０日（任命権者が別に定める疾病に

あっては、１８０日）を超えることはできない。ただし、公務上負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病に

かかった場合における休暇の期間は、その療養に必要な期間とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１３条の規定は、この条例の施行の日以



後に使用を開始する病気休暇について適用し、同日前に使用を開始し

た病気休暇については、なお従前の例による。 

（北本市職員の給与に関する条例の一部改正） 

３ 北本市職員の給与に関する条例（昭和２８年条例第１号）の一部を

次のように改正する。 

附則に次の２項を加える。 

５ 当分の間、第１２条の規定にかかわらず、職員が負傷（公務上の

負傷及び通勤による負傷を除く。）若しくは疾病（公務上の疾病及

び通勤による疾病を除く。）に係る療養のため、又は疾病に係る就

業禁止の措置（規則で定めるものに限る。）により、当該療養のた

めの病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して９０日(任命権

者が別に定める疾病にあっては、１８０日)を超えて引き続き勤務

しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る

日につき、給料の半額を減ずる。 

６ 前項に規定するもののほか、同項に規定する勤務しない期間の範 

囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

（北本市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

４ 北本市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年条

例第４０号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「第１８条第１項」の次に「及び附則第５項」を加える。 


